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第１ 監査の種類 

 

   地方自治法第１９９条第４項の規定に基づく定期監査 

 

第２ 監査の期日及び監査の対象 

 

期 日 監 査 の 対 象 

令和６年１月３１日 

健康こども部 

（健康文化室）健康増進課、文化スポーツ課 

（子育て支援室）子育て支援課、幼児保育課 

議会事務局 

 総務課、議事課 

福祉部 

（人権福祉室）地域福祉課、人権推進課 

（生活福祉室）障がい福祉課、生活福祉課 

監査委員・公平委員会事務局 

令和６年２月１日 

施設：（健康こども部）曽根こども園、北浜こども園 

消防本部 

 総務課、予防課、消防課 

令和６年２月２日 

都市創造部 

（土木建設室）土木総務課、道路公園課 

（都市住宅室）都市政策課、建築住宅課 

生活環境部 

（環境経済室）環境政策課、産業振興課 

エコクリーンピアはりま 

農業委員会事務局 

 

第３ 監査の範囲 

令和５年度における財務に関する事務の執行、所管の事務の執行等について監査を

実施した。なお、健康こども部においては、所管する施設の監査を行った。 

 

第４ 監査の方法 

今回の監査は、主に、予算の執行、収入、支出、契約、財産管理、施設管理等の事務

の執行が、適正かつ効率的に行われているか、また所管の事務の執行等が合理的かつ

効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかなど

を主眼とし、次のとおり実施した。 

監査対象となった部局室に対し監査資料（令和５年１１月３０日現在）の提出を求

め、関係職員から説明を聴取し、質疑を行い、必要に応じ関係書類の検査を行った。 
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また、健康こども部の所管施設については現地に赴き、園長等から説明を受け施設

管理事項等について質疑を行い、必要に応じ関係書類の検査を行い、施設等の現場確

認を行った。 

 

第５ 監査の結果 

監査対象となった部局室別の結果は以下のとおりであり、監査時に気づいた簡易な

事項についてはその都度口頭で指示したところである。 

監査の結果、一部において検討、改善すべき事項が見受けられたが、予算の執行、収

入、支出、契約、財産管理その他の事務についてはおおむね良好に処理がされていると

認められた。今後とも事務の執行に当たっては、厳しい財政下であることを十分認識

し、職員一人ひとりが強いコスト意識を持って対応されたい。 

なお、地方自治法第１９９条第１４項の規定により措置を講じたときは、その旨を

通知されたい。 

 

【健康こども部】 

（全般） 

  国においてはこども政策を推進すべく「こども家庭庁」が設置されたが、高砂市に 

おいてはこども政策に特化した部の設置を要望してはいるものの、現状、現在の組織で

課や担当者の増で対応していくとのことであった。 

健康こども部においては、すでに幅広い多くの事業と多くの施設を抱えており、職

員数が減少する中、政策部とは十分意思疎通を図られ、無理なく事業が実施できる体制

づくりに取り組まれたい。 

 

（健康文化室） 

［健康増進課］ 

おおむね適正に処理されていた。 

がん検診の受診率向上については、ホームページの見直しやＳＮＳの活用、イベ

ント等における勧奨など様々な手段を考え、実行され、実際に問い合わせの増や受

診率の向上に結び付いているとのことである。今後も受診率の向上に向け鋭意取り

組まれ、兵庫県の重点市町の指定が解除されるよう努力されたい。 

 

［文化スポーツ課］ 

   おおむね適正に処理されていた。 

   なお、本年、地方自治法第１９９条第７項の規定に基づき、文化会館及び（旧）文

化保健センターの指定管理者であるたかさご文化創造プロジェクトの監査を行った

が、指定管理に関する基本協定書、年度協定書に文言の誤りや矛盾、齟齬する箇所

が見受けられた。市と指定管理者との合意を記す重要な文書であるので、漫然と前

年度の文書を写すのではなく、逐条での精査をされたい。 
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（子育て支援室） 

［子育て支援課］ 

おおむね適正に処理されていた。 

こどもの居場所づくり支援事業補助金については、ボランティア団体に対する補

助であって、要綱等によりあまりきつい縛りをしてしまうと敬遠されることも考え

られ、実際にそのような団体もあるとのことである。対象団体と補助のよりよいあ

り方について協議され、改善されたい。 

 

［幼児保育課］ 

おおむね適正に処理されていた。 

 

 ［曽根こども園］ 

   おおむね適正に処理されていた。 

 

 ［北浜こども園］ 

   おおむね適正に処理されていた。 

 

【福祉部】 

（人権福祉室） 

［地域福祉課］ 

おおむね適正に処理されていた。 

   高砂市社会福祉協議会への補助金のあり方については、包括的な人件費補助では

なく、事業に対する委託金又は補助が適正なのではないかと、これまでも何度か指

摘したところである。同協議会とは綿密に協議を行っているとのことであるので、

今後も協議を続けられたい。 

 

［人権推進課］ 

   おおむね適正に処理されていた。 

  

（生活福祉課） 

 ［障がい福祉課］ 

   おおむね適正に処理されていた。 

 

 ［生活福祉課］ 

   おおむね適正に処理されていた。 

 

【生活環境部】 

（環境経済室） 

［環境政策課］ 
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おおむね適正に処理されていた。 

 

［産業振興課］ 

おおむね適正に処理されていた。 

 

（エコクリーンピアはりま） 

おおむね適正に処理されていた。 

 

 【都市創造部】 

 （土木建設室） 

［土木総務課］ 

おおむね適正に処理されていたが、時間外勤務の縮減に関する指針及び副市長依

命通知（以下「指針等」という。高砂市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規

則第５条の１０第１項第１号。）の内容が守られていない事例が見受けられた。後述

するよう善処されたい。 

  

［道路公園課］ 

おおむね適正に処理されていた。 

 

（都市住宅室） 

 ［都市政策課］ 

おおむね適正に処理されていた。 

 

 ［建築住宅課］ 

おおむね適正に処理されていた。 

   空家対策については、他市町の先進事例の動向や法令等の改廃に留意し、当市で

の経験やノウハウの蓄積を図り、職場において引き継ぎできるようにされたい。 

 

【消防本部】 

 （全般） 

   年初の能登半島地震の応援として、現時点で延べ２０人の消防職員が派遣されて

いるとのことである。地震発生から１箇月が経過し、捜索、救助から生活援助、再建

へと支援の形は変わりつつあるものの、今後の応援体制も未定である。一方で、帰還

後は当市での通常業務もある。消防職員とはいえ、軒並み家屋がなぎ倒された被災

現場や無残な遺体又はその遺族の悲嘆といった非日常を目の当たりにし、そのよう

な現場での過酷な労働を体験すると、精神面及び肉体面でのダメージは少なからず

あると思われる。職員のメンタルケアや、勤務環境及び勤務状況には十分配慮され

たい。 

 



- 5 - 

［総務課］ 

   おおむね適正に処理されていた。 

 

［予防課］ 

   おおむね適正に処理されていた。 

 

［消防課］ 

   おおむね適正に処理されていた。 

 

【議会事務局】 

［総務課］ 

おおむね適正に処理されていた。 

 

［議事課］ 

   おおむね適正に処理されていた。 

 

【監査委員・公平委員会事務局】 

  おおむね適正に処理されていた。 

 

【農業委員会事務局】 

  おおむね適正に処理されていた。 

 

【共通事項】 

例年指摘していることであるが、職員の時間外勤務については、なお、特定の職員に

かたよった時間数になっている部署が見受けられる。 

他律的業務（業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定

することが困難な業務をいう。）の比重が高い部署については例外がある（高砂市職員

の勤務時間その他の勤務条件に関する規則第５条の１０第１項第２号）ものの、その

ような「部署」（平準化を図ってなお当該部署所属の職員全員の時間外勤務数が過大で

あるような「部署」）かどうかは、慎重に精査をされたい。 

また、県への派遣職員であるとか、健康こども部における新型コロナウイルスワク

チン接種業務担当であるとか、消防本部における隔日勤務職員であるなどやむを得な

いと思われる事情も見受けられるが、今後、全体的な人口減少に伴って職員数も減少

する一方、こども家庭庁の発足や住民税非課税世帯等への支援給付金支給など業務の

増大は容易に想定されるところである。ＡＩやＩＣＴの活用、外部委託など、業務の見

直しを図り、特定の職員（管理職も含む。）に時間外勤務が集中することのないよう、

超過勤務時間の縮減及び平準化について組織的対応に努め、指針等を再度確認し、そ

の遵守を徹底されたい。 

 


